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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験者の空洞器官内に間隔を空けて置かれた複数の組織標的に係合するための装置であ
って、該装置が
　近位端で終わる近位区画および遠位端で終わる遠位区画を有する細長いシャフトアセン
ブリを含み、該シャフトアセンブリが
　該シャフトアセンブリの遠位端に載置されたケーブルホルダー、
　該シャフトアセンブリに沿って伸びている複数のケーブルメンバーであって、各ケーブ
ルメンバーが（ｉ）ケーブルの軸方向の位置が該アセンブリの近位端から操作されること
ができる該ケーブル、および（ii）空洞器官内の選択された組織標的に係合するための遠
位端ツールを含む、複数のケーブルメンバー、
　各ケーブルメンバーについて、該ケーブルメンバーを該遠位端ホルダーに着脱自在に取
り付けるための開放構造体、ならびに
　操縦機構体によって該ケーブルホルダーが該アセンブリの近位端から操作されて、選択
されたケーブルメンバーツールを該器官内の選択された標的に隣接して配置することがで
きる該操縦機構体であって、該選択されたケーブルメンバーツールのケーブルメンバーが
該ホルダーに取り付けられる、操縦機構体
を含み、
　選択されたケーブルメンバーツールを選択された組織標的に隣接して配置し、該ツール
を操作して該選択された標的に係合すると、組織に係合されたケーブルの、該ホルダーに
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関して軸方向の動きおよび／または該ホルダーからの該ケーブルの開放が、該ホルダーお
よび該ホルダーに連結されている残りのケーブルメンバーが動かされて、別の選択された
ケーブルメンバーのツールを別の選択された組織標的に係合するのに適した位置に配置す
ることを可能にするものである、装置。
【請求項２】
　シャフトアセンブリに沿って伸びており、該シャフトアセンブリの遠位端にあるケーブ
ルホルダーに関して独立に移動可能である内視鏡をさらに含むものである、請求項１に記
載された装置。
【請求項３】
　各ケーブルメンバーの近位部分がシャフトアセンブリの近位区画に沿って伸びているシ
ャフトアセンブリケーシングの内側に配置され、露出した遠位部分が該シャフトアセンブ
リの遠位区画に沿って該シャフトアセンブリの外側に配置され、該遠位部分が該近位部分
よりも実質的に小さいものである、請求項１に記載された装置。
【請求項４】
　シャフトアセンブリケーシング内に配置された各ケーブルメンバーの部分が、ケーブル
鞘内に収容されるものである、請求項３に記載された装置。
【請求項５】
　シャフトアセンブリケーシングの外側に配置された各ケーブルメンバーの露出した部分
が、軸方向に圧縮可能な鞘内に収容され、該鞘が、該ケーブルの遠位端が引き込まれて、
該ケーブルメンバーの露出した部分の長さを短くすることを可能にするものである、請求
項４に記載された装置。
【請求項６】
　各ケーブルメンバーの遠位の鞘が、軸方向に細長いスロットを有して、該鞘の軸方向の
圧縮性を高めるものである、請求項５に記載された装置。
【請求項７】
　各ケーブルメンバーの開放構造体が、ケーブルメンバー鞘の遠位端に載置され、かつ摩
擦ばめによってホルダーに着脱自在に取り付けられた遠位端取付具を含み、該遠位端取付
具が、該ケーブルおよび係合された組織標的を該遠位端取付具に抗して引き込むことが実
施可能であり、さらに引き込むと、該ケーブルメンバーおよび係合された組織標的を該ホ
ルダーから開放することができる程度に、ケーブルツールおよび係合された組織標的を遮
る大きさにされるものである、請求項５に記載された装置。
【請求項８】
　ホルダーが、各ケーブルメンバーについて、軸方向に伸びているスロットを含み、開放
構造体が雌側嵌合部材を含み、該雌側嵌合部材が、該スロット内での軸方向の動きのため
にはケーブルアセンブリを該スロット内に着脱自在に保持するが、該ツールおよび係合さ
れた組織標的が該スロットから引き離されるときには変形して該ホルダーから該ケーブル
メンバーおよび該係合されたツールを開放するように適合したものである、請求項１に記
載された装置。
【請求項９】
　ホルダーが、各ケーブルメンバーについて、軸方向に伸びているスロットを含み、開放
構造体が雄側嵌合部材を含み、該雄側嵌合部材の動作が、該スロット内での軸方向の動き
のためにケーブルアセンブリが該スロット内に支持される嵌合位置と、ケーブルメンバー
および係合された組織標的が該ホルダーから開放される開放位置と、の間で制御されるこ
とができるものである、請求項１に記載された装置。
【請求項１０】
　各ケーブルメンバー中のケーブルが、該ケーブル内で軸方向に移動可能である内部ワイ
ヤを含み、ケーブルアセンブリツールが該ワイヤの遠位端に載設された一対のクランプア
ームを、該ケーブル内の該ワイヤの遠位方向および近位方向への動きが、該クランプアー
ムをそれぞれ開きおよび閉じるのに有効であるように含むものである、請求項１に記載さ
れた装置。
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【請求項１１】
　被験者の胃内において、胃内の組織ひだ形成部に留められたアンカーを有する複数の組
織標的に、該アンカーに係合するのに適合した複数のアパーチャを有するインプラントを
取り付けて、該インプラントを胃内に結合するのに使用する請求項１に記載された装置で
あって、シャフトアセンブリが、該シャフトアセンブリ上に該インプラントを着脱自在に
保持するための遠位区画インプラント取り付け台を含み、ケーブルメンバーが当該アパー
チャを通して受承され、当該ケーブルメンバーツールが、該アンカーをクランプ留めする
のに適合しており、その結果、選択されたアンカーをクランプ留めした後、選択されたケ
ーブルメンバーのケーブルを引き戻すことが、ケーブルメンバーを遠位端ホルダー中の開
放構造体から開放するのに有効であり、該ツールおよび係合されたアンカーが遠位におい
て引き込まれ、最後に該アンカーのキャップ部分が該インプラント中の係合されたアパー
チャを通して引き抜かれることを可能にするものである、請求項１に記載された装置。
【請求項１２】
　インプラントが遠位開口部を有し、シャフトアセンブリの遠位部分が該インプラントの
遠位開口部中に挿入されて該インプラントが本装置上に載置されるのに適合し、ケーブル
メンバーが遠位端ホルダーに組み込まれたときに該インプラントが強制的につぶされた状
態にされるものである、請求項１１に記載された装置。
【請求項１３】
　インプラントをシャフトアセンブリ上に取り付けるための、該シャフトアセンブリの遠
位端区画に沿った位置に該シャフトアセンブリのまわりに配置された複数の柱を有するイ
ンプラント取り付け台であって、該柱が該インプラントの遠位開口部のまわりに間隔を空
けて置かれたアパーチャ中に受承され、全てのケーブルメンバーがホルダーから開放され
た後にのみ、該インプラントが本装置との係合を解かれることができる、インプラント取
り付け台をさらに含むものである、請求項１２に記載された装置。
【請求項１４】
　シャフトアセンブリの遠位区画が、該シャフトアセンブリの近位区画から取り外し可能
である、請求項１に記載された装置。
【請求項１５】
　患者の胃内において、該胃内の組織ひだ形成部に留められたアンカーを有する複数の組
織標的に、該アンカーと係合するのに適合した複数のアパーチャを有するインプラントを
インプラント手術して、該インプラントを胃内に結合するシステムであって、該システム
が
　（Ａ）近位端で終わる近位区画および遠位端で終わる遠位区画を有する細長いシャフト
アセンブリを含むインプラント手術装置であって、該シャフトアセンブリが
　該シャフトアセンブリの遠位端に載設されたケーブルホルダー、
　該シャフトアセンブリに沿って伸びている複数のケーブルメンバーであって、各ケーブ
ルメンバーが（ｉ）ケーブルの軸方向の位置が該アセンブリの近位端から操作されること
ができる該ケーブル、および（ii）胃内の、組織に支持された選択されたアンカーに係合
するための遠位端ツールを含む、複数のケーブルメンバー、
　各ケーブルメンバーについて、連結されたケーブルを該ホルダーに着脱自在に取り付け
るように設計された開放構造体、
　該シャフトアセンブリに沿って伸びている操縦機構体であって、該操縦機構体によって
該ケーブルホルダーが該アセンブリの近位端から操作されて、該器官内の組織に支持され
た選択されたアンカーに隣接して、選択されたケーブルメンバーツールを配置することが
できる操縦機構体、ならびに
　インプラント取り付け台の上にインプラントを支持するための、該シャフトアセンブリ
の遠位端区画上に載設された該インプラント取り付け台
を含み、
　選択されたケーブルメンバーツールを、組織に支持された選択されたアンカーに隣接し
て配置し、該ツールを操作して該アンカーに係合すると、アンカーに係合されたケーブル
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の、ホルダーに関して軸方向の動きおよび／またはホルダーからのケーブルの開放が、該
ホルダーおよび該ホルダーに残っている連結されたケーブルメンバーが動かされて、別の
選択されたケーブルメンバーのツールを、別の組織に支持された選択されたアンカーに係
合するのに適した位置に配置することを可能にし、かつ
　該ツールおよび係合されたアンカーを引き込むことが操作可能になって、連続して（ｉ
）ホルダーからアセンブリツールおよび係合されたアンカーを開放し、（ii）インプラン
トのアパーチャを通してアンカーのキャップを引き抜いて、該アンカーを該インプラント
に結合する、インプラント手術装置、および
　（Ｂ）患者の内部への経口配置に適合したチューブ外装であって、該チューブ外装によ
って該インプラント手術装置が患者の胃内に配置されることができる、チューブ外装
を含む、システム。
【請求項１６】
　本装置中のインプラント取り付け台が、シャフトアセンブリのまわりに位置する複数の
柱を有し、該柱はインプラントの遠位開口部のまわりに間隔を空けて置かれたアパーチャ
中に受承され、全てのケーブルメンバーがホルダーから開放された後にのみ、該インプラ
ントが本装置との係合を解かれることができる、請求項１５に記載されたシステム。
【請求項１７】
　チューブ外装が、本装置のシャフトアセンブリ上を伸長された位置と引き込まれた位置
との間で軸方向に移動可能であり、該２の位置において該チューブ外装がインプラント取
り付け台および該インプラント取り付け台上に載置されたインプラントをそれぞれ覆いま
たは露出させることができる、請求項１５に記載されたシステム。
【請求項１８】
　近位開口部のまわりにアパーチャが配置され、かつ使用状態において食道から食物を受
けるように設計された該近位開口部を有する食物リストリクターインプラントであって、
当該取り付け台が該食物リストリクターインプラントを支持するように設計された食物リ
ストリクターインプラントを、患者の胃内にインプラント手術するのに使用する、請求項
１５に記載されたシステム。
【請求項１９】
　複数のアームが接続され、各アームがアパーチャを有する、クモの巣様食物リストリク
ターインプラントであって、当該取り付け台が該食物リストリクターインプラントを支持
するように設計されたクモの巣様食物リストリクターインプラントを、患者の胃内にイン
プラント手術するのに使用する、請求項１５に記載されたシステム。
【請求項２０】
　１以上の接続されたストラップ中に当該アパーチャが形成された該１以上の接続された
ストラップを有するストラップ様インプラントであって、当該取り付け台が該ストラップ
様インプラントを支持するように設計されたストラップ様インプラントを、患者の胃内に
インプラント手術するのに使用する、請求項１５に記載されたシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空洞器官内の複数の標的にアクセスするための装置および方法、たとえば器
官内の、生体組織に支持された複数のアンカーにインプラントを結合するのに使用される
装置および方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療用インプラントを体の内部に、たとえば胃のような空洞器官の内部に結合する非侵
襲的手術は、重要な一つの外科的選択肢になってきた。たとえば、肥満の治療において胃
中への食物摂取量を制限する肥満症治療手術は、腹膜腔に進入しなければならない方法で
なく、今ではむしろ経口的に行われることができる。経口的方法では、インプラントを胃
に結合するのに、および／または胃を整形するのに使用されるもう一つの、またはもっと
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多くの内視鏡的手術用具の先導としてアクセスチューブが患者の食道に入れられる。
【０００３】
　人の胃Ｓおよび付随器官の解剖学的図がＦｉｇ．１に示される。食道Ｅは食物を口から
胃Ｓの近位部まで送達する。Ｚライン、すなわち胃－食道接合部Ｚは、食道の薄い組織と
胃壁のこれより厚い組織との間の不規則な形状をした境界である。胃－食道接合部位Ｇは
、食道Ｅの末端部Ｅ、Ｚラインおよび胃Ｓの近位部を包含する部位である。
【０００４】
　胃Ｓは、その近位端に胃底部Ｆをおよびその遠位端に胃前庭部Ａを含む。胃前庭部Ａは
幽門Ｐに流れ込み、幽門Ｐは小腸の近位部位である十二指腸Ｄに結合している。幽門Ｐ内
には十二指腸Ｄから胃中への食物の逆流を防ぐ括約筋がある。小腸の中間領域は、十二指
腸Ｄから遠位に位置し、空腸Ｊである。
【０００５】
　２００４年１０月８日の優先日を有する米国特許出願公開第２００７／０２７６４３２
号（特許文献１）および２００６年５月２３日に出願された米国特許出願公開第２００８
／００６５１２２号（特許文献２）を含むいくつかの先行出願は、医療用インプラントが
胃の内部に形成された組織構造、たとえばひだ形成部または折り畳み部に結合される方法
を記載している。かかる組織構造を形成する方法および装置の例は２００６年１０月３日
に出願された米国特許出願公開第２００７／０２１９５７１号（発明の名称：内視鏡的ひ
だ形成装置および方法）（特許文献３）、２００７年９月１３日に出願された米国特許出
願第１１／９００，７５７号（発明の名称：内視鏡的ひだ形成装置および方法）（特許文
献４）および２００８年３月１８日に出願された米国特許出願第１２／０５０，１６９号
（発明の名称：内視鏡的ステープル留め装置および方法）（特許文献５）に記載されてい
る。これらの引用された公開特許および出願特許のそれぞれは参照によって本明細書に取
り込まれる。
【０００６】
　これらの先行出願に開示されているように、漿膜組織部位（すなわち、胃の外面の組織
）を互いに接触させた状態に保持することによってひだ形成部／折り畳み部が形成される
と、インプラントと周囲の胃壁組織との間の、より頑健かつ長期間持続する結合が得られ
る。時間が経つと、対向した漿膜層の間に癒着が生じる。この癒着は強い結合が形成され
るのに役立ち、この強い結合は、胃運動およびインプラントされた装置によってひだ形成
折り畳み部の上に加えられる力にもかかわらず、長期間にわたってひだ形成折り畳み部の
保持を促進することができる。
【０００７】
　組織のひだ形成部を形成するための開示された方法のいくつかは、ひだ形成装置または
別の組織切断装置を使用して、ひだ形成部に孔または切れ欠きを形成する工程を含む。典
型的には、該装置はまた、ずらりと並んだステープルで折り畳みを留め、このステープル
留めは該孔のまわりの組織に形成される。この種類のステープル留めされた組織ひだ形成
の例がＦｉｇ．２Ａに示されており、この図はＦｉｇ．１の２Ｂ－２Ｂ線に沿って見た断
面である。この種類のこのようにステープル留めされた組織折り畳み部を形成するための
ステープル留め装置および方法は、２００６年１０月３日に出願されかつ米国特許出願公
開第２００７／０２１９５７１号として２００７年９月２０日に公開された発明の名称を
「内視鏡的ひだ形成装置および方法」とする共有に係る米国特許出願第１１／５４２，４
５７号（特許文献３）、および２００８年３月１８日に出願され発明の名称を「内視鏡的
ひだ形成装置および方法」とする共有に係る米国特許出願第１２／０５０，１６９号（特
許文献５）の双方に記載され、これらは参照によって本明細書に取り込まれる。
【０００８】
　ステープル留めされたひだ形成部をインプラントの結合のために用いる典型的な方法で
は、たとえばＦｉｇ．２Ａおよび２Ｂに例示されたようにステープル留めされた複数の組
織ひだ形成部が、それぞれアンカー受承孔を持って、組織中に形成される。後者の図では
、食物制限パウチ、すなわちリストリクターを患者の食道の近くに取り付けて患者による



(6) JP 5555315 B2 2014.7.23

10

20

30

40

50

食物摂取量を制限するために、５のかかるひだ形成部が胃の内部に形成される。ひだ形成
部の形成後、アンカー（Ｆｉｇ.２Ｃ）が各孔（Ｆｉｇ.２Ｄ）の中に入れられ、該孔を通
りインプラントのアンカー受承アパーチャ（Ｆｉｇ.２Ｅ）を通って突き出るアンカーを
各ひだ形成部ごとに導入することによって、インプラント、たとえばリストリクターが、
ひだ形成部に結合される。例示の目的のために述べると、胃の内部に形成された５のひだ
形成部に結合される胃リストリクター（Ｆｉｇ.２Ｆ）を配置するためには、インプラン
ト手術は内視鏡的装置が経口的に胃に入れられ次にそこから取り出される１０の別個の工
程を必要とし、５工程が胃のひだ形成部のそれぞれを形成するためであり、さらに５工程
がひだ形成部とリストリクター中のアンカー受承アパーチャとの間に各アンカーを配置す
るためである。この種類の食物制限装置をインプラント手術するシステムおよび方法は、
２００８年７月１７日に出願された共有に係る米国特許出願第１２／１７５，２４２号（
特許文献６）（ＰＣＴ出願第ＰＣＴ／ＵＳ２００８／００８７２９号に対応）に詳細に記
載されており、この内容はその全体が本明細書に取り込まれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００７／０２７６４３２号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００８／００６５１２２号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２００７／０２１９５７１号明細書
【特許文献４】米国特許出願第１１／９００，７５７号明細書
【特許文献５】米国特許出願第１２／０５０，１６９号明細書
【特許文献６】米国特許出願第１２／１７５，２４２号明細書
【特許文献７】米国特許出願第１２／４３４，２２６号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　各経口アクセス工程に付随する手術時間および不自由、ならびに患者の不快感を考慮す
ると、インプラントを組織のひだ形成部に結合するのに必要なアクセス工程の数を低減す
ることが望ましいだろう。２００９年５月１日に出願された「ひだ形成部への取付具連結
装置および方法」に関する、共有に係る米国特許出願第１２／４３４，２２６号（特許文
献７）は、ひだ形成部が形成される時にアンカーが該ひだ形成部に配置され、これによっ
て胃の内部の組織に結合される５のアンカーを配置するのに必要なアクセス工程数を５に
減らすための装置および方法を開示している。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
【発明の効果】
【００１２】
　本発明は、器官内の、間隔を空けて置かれた複数の標的、たとえば組織に支持された５
のアンカーにアクセスすることができ、かつ任意的に、単一のアクセス工程でインプラン
トを該標的に結合するための装置および方法を開示する。
【００１３】
　本発明は、１の側面では、被験者の空洞器官内の複数の組織標的に係合するための装置
を含む。該装置は、近位端で終わる近位区画および遠位端で終わる遠位区画を有する細長
いシャフトアセンブリを含む。該シャフトアセンブリは、（ａ）該シャフトアセンブリの
遠位端に載置されたケーブルホルダー、（ｂ）該シャフトアセンブリに沿って伸びている
複数のケーブルメンバーであって、各ケーブルメンバーが（ｉ）ケーブルの軸方向の位置
が該アセンブリの近位端から操作されることができる該ケーブル、および（ii）空洞器官
内の選択された組織標的に係合するための遠位端ツールを含む、複数のケーブルメンバー
、（ｃ）各ケーブルメンバーについて、関連付けられたケーブルを該ホルダーに着脱自在
に取り付けるための開放構造体、ならびに（ｄ）該シャフトアセンブリに沿って伸びてい
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る操縦機構体であって、それによってケーブルホルダーが該アセンブリの近位端から操作
されて、該器官内の選択された標的に隣接して、選択されたケーブルメンバーツールを配
置することができる操縦機構体、を含む。
【００１４】
　選択されたケーブルアセンブリツールを、選択された組織標的に隣接して配置し、その
ツールを操作して該選択された標的に係合すると、組織に係合されたケーブルの、ホルダ
ーに関して軸方向の動きおよび／または該ホルダーからのケーブルの開放が、該ホルダー
およびそこに連結されている残りのケーブルメンバーが動かされて、別の選択されたケー
ブルメンバーを別の選択された組織標的に係合するのに適した位置に配置することを可能
にする。
【００１５】
　シャフトアセンブリの遠位区画は、取り換えまたは洗浄のためにそのアセンブリの近位
区画から取り外し可能にされることができる。
【００１６】
　本装置はさらに、シャフトアセンブリに載置された内視鏡を含むことができ、これは該
シャフトアセンブリの遠位端にあるケーブルホルダーに関して独立に移動可能である。
【００１７】
　各ケーブルメンバーの近位部分はシャフトアセンブリの近位区画に沿って伸びているシ
ャフトアセンブリケーシングの内側に配置されることができ、また露出した遠位部分は該
シャフトアセンブリの遠位区画に沿って配置されることができ、該遠位部分は該近位部分
よりも実質的に小さい。シャフトアセンブリケーシング内に配置された各ケーブルメンバ
ーの部分はケーブル鞘内に収容されてもよい。
【００１８】
　ホルダーは、各ケーブルメンバーについて、該ホルダー内に形成された軸方向に伸びて
いるスロットを含むことができ、開放構造体は雌側嵌合部材を含むことができ、該雌側嵌
合部材は、スロット内での軸方向の動きのためにはケーブルアセンブリを該スロット内に
着脱自在に保持するが、該ツールおよび係合された組織標的が該スロットから引き離され
るときには変形して該ホルダーからケーブルメンバーおよび係合されたツールを開放する
ように適合している。あるいはその代わりに、各ホルダーの開放構造体は雄側嵌合部材を
含んでいてもよく、該雄側嵌合部材の操作はシャフトアセンブリの近位端において、ケー
ブルアセンブリがホルダースロット内にその中での軸方向の動きのために支持される嵌合
位置と、ケーブルメンバーおよび係合された組織標的が該ホルダーから開放される開放位
置と、の間で制御されることができる。
【００１９】
　他の一般的な実施形態では、各ケーブルメンバーの露出した部分は、軸方向に圧縮可能
な鞘内に収容され、該鞘は、該ケーブルの遠位端が引き込まれて、該ケーブルメンバーの
露出した部分の長さを短くすることを可能にする。各ケーブルメンバーの遠位の鞘は、軸
方向に細長いスロットを有して、該鞘の軸方向の圧縮性を高めることができる。この実施
形態における開放構造体は、鞘の遠位端にある遠位端取付具であってもよく、これは摩擦
ばめによってホルダーに着脱自在に取り付けられる。遠位端取付具は、ケーブルおよび係
合された標的を該遠位端取付具に抗して引き込むことが、さらに引き込むと、該取付具、
ケーブルメンバーおよび係合された組織をホルダーから引き離すことが有効であるように
、ケーブルツールおよび連結された組織標的を遮る大きさにされる。
【００２０】
　各ケーブルメンバー中のケーブルは該ケーブル内で軸方向に移動可能である内部ワイヤ
を含むことができ、またケーブルアセンブリツールは該ワイヤの遠位端に載設された一対
のクランプアームを、ケーブル内の該ワイヤの遠位方向および近位方向への動きが、クラ
ンプアームをそれぞれ開きおよび閉じるのに有効であるように含むことができる。
【００２１】
　本装置はたとえば、被験者の胃内において、胃内の組織ひだ形成部に留められたアンカ



(8) JP 5555315 B2 2014.7.23

10

20

30

40

50

ーを有する複数の組織標的に、該アンカーに係合するのに適合した複数のアパーチャを有
するインプラントを取り付けて、該インプラントを胃内に結合するのに使用されることが
できる。この実施形態では、シャフトアセンブリは、該シャフトアセンブリ上にインプラ
ントを着脱自在に保持するためのインプラント取り付け台を含み、ケーブルメンバーが該
インプラントのアパーチャを貫通して受承されることができ、またケーブルアセンブリツ
ールは、アンカーをクランプ留めするのに適合しており、その結果、選択されたアンカー
をクランプ留めした後、選択されたケーブルメンバー中のケーブルを引き戻すことが、ケ
ーブルメンバーを遠位端ホルダー中のその開放構造体から開放するのに有効であるように
でき、該ツールおよび係合されたアンカーが遠位において引き込まれ、最後に該アンカー
のキャップ部分がインプラント中の関連付けられたアパーチャを通して引き抜かれること
を可能にする。インプラントは遠位開口部を有することができ、シャフトアセンブリの遠
位部分がインプラントの遠位開口部中に挿入されて該インプラントが本装置に載置される
のに適合することができ、ケーブルメンバーが遠位端ホルダーに組み込まれたときにイン
プラントは強制的につぶされた状態にされる。インプラント取り付け台は、インプラント
をシャフトアセンブリ上に取り付けるための、該シャフトアセンブリのまわりに置かれた
複数の柱を有することができ、該柱は該インプラントの遠位開口部のまわりに間隔を空け
て置かれたアパーチャ中に受承され、全てのケーブルメンバーがホルダーから開放された
後にのみ、インプラントは本装置との係合を解かれることができる。
【００２２】
　同様に開示されるのは、患者の胃内において、胃内の組織ひだ形成部に留められたアン
カーを有する複数の組織標的に、該アンカーと係合するのに適合した複数のアパーチャを
有するインプラントを取り付けて、該インプラントを胃内に結合するインプラント手術の
ためのシステムである。該システムは、（Ａ）近位端で終わる近位区画および遠位端で終
わる遠位区画を有する細長いシャフトアセンブリを含むインプラント手術装置であって、
該シャフトアセンブリが（ａ）該アセンブリの遠位端に載設されたケーブルホルダー、（
ｂ）該シャフトアセンブリに沿って伸びている複数のケーブルメンバーであって、各ケー
ブルメンバーがケーブルの軸方向の位置が該アセンブリの近位端から操作されることがで
きる該ケーブル、および胃内の、組織に支持された選択されたアンカーに係合するための
遠位端ツールを含む、複数のケーブルメンバー、（ｃ）各ケーブルメンバーについて、関
連付けられたケーブルをホルダーに着脱自在に取り付けるための開放構造体、（ｄ）操縦
機構体によってケーブルホルダーが該アセンブリの近位端から操作されて、器官内の、組
織に支持された選択されたアンカーに隣接して、選択されたケーブルメンバーツールを配
置することができる該操縦機構体、ならびに（ｅ）インプラント取り付け台の上にインプ
ラントを支持するための、該シャフトアセンブリの遠位端区画に載設された該インプラン
ト取り付け台、を含む、インプラント手術装置を含む。
【００２３】
　選択されたケーブルメンバーツールを、組織に支持された選択されたアンカーに隣接し
て配置し、そしてそのツールを操作してそのアンカーに係合すると、アンカーに係合され
たケーブルの、ホルダーに関して軸方向の移動および／またはホルダーからのケーブルの
開放は、該ホルダーおよびそこに支持された残りのケーブルメンバーが動かされて、別の
選択されたケーブルメンバーツールを、組織に支持された選択された別のアンカーに係合
するのに適した位置に配置することを可能にし、かつ該ツールおよび係合されたアンカー
を引き込むことが操作可能になって、連続して（ｉ）ホルダーの開放構造体からアセンブ
リツールおよび連結されたアンカーを開放し、そして（ii）インプラントのアパーチャを
通してアンカーのキャップを引き抜いて、そのアンカーがインプラントに結合される。
【００２４】
　同様に、本システムの一部を形成するのは、患者への経口配置に適合したチューブ外装
であり、これによって本装置は患者の胃内に配置されることができる。チューブ外装は本
装置のシャフトアセンブリ上を伸長された位置と引き込まれた位置との間で軸方向に移動
可能であり、これらの位置においてチューブ外装はインプラント取り付け台およびその上
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のインプラントを、それぞれ覆いまたは露出させることができる。
【００２５】
　本システム装置におけるインプラント取り付け台は、シャフトアセンブリのまわりに位
置する複数の柱を有し、該柱はインプラント中に形成された開口部のまわりに間隔を空け
て置かれたアパーチャ内に受承されることができ、全てのケーブルメンバーがホルダーか
ら開放された後にのみ、インプラントは本装置との係合を解かれることができる。
【００２６】
　本システムは、たとえば（ｉ）近位開口部のまわりにアパーチャが配置され、かつ使用
状態において食道から食物を受けるように設計された該近位開口部を有する食物リストリ
クターインプラント、（ii）複数のアームが接続され、各アームがアパーチャを有する、
クモの巣様食物リストリクターインプラント、および（iii）１以上の接続されたストラ
ップを有するストラップ様インプラントであって、該１以上の接続されたストラップ中に
、アンカーに係合するアパーチャが形成されているストラップ様インプラント、を患者の
胃内にインプラント手術するのに使用されることができる。
【００２７】
　他の側面では、本発明は、患者の胃内において、胃内の組織ひだ形成部に留められたア
ンカーを有する複数の組織標的に、該アンカーに係合するのに適合した複数のアパーチャ
を有するインプラントをインプラント手術して、該インプラントを胃内に結合する方法を
含む。本方法は、
　（ａ）複数の組織ひだ形成部であって、該複数の組織ひだ形成部のそれぞれが該ひだ形
成部の両反対面と接触しているアンカーを支持しており、該アンカーがインプラントに係
合するためのエラストマー性キャップを備える複数の組織ひだ形成部を、胃－食道接合部
に隣接して患者の胃内に形成する工程、
　（ｂ）患者の胃内の選択された位置に移動することができる遠位端ホルダーを有するシ
ャフトアセンブリを備えた内視鏡的装置を用いて患者の胃にアクセスする工程であって、
複数のケーブルメンバーが該ホルダーとともに移動するために該ホルダーに着脱自在に取
り付けられ、各アセンブリが、アンカーキャップに係合するように操作可能な遠位端ツー
ルを有し、インプラントが、複数のインプラントアパーチャを通して受承された複数のケ
ーブルメンバーとともに本装置の遠位区画に載置される、患者の胃にアクセスする工程、
　（ｃ）本装置を操作して、胃内の選択されたひだ形成部アンカーに隣接してホルダーを
配置する工程、
　（ｄ）選択されたケーブルメンバーのツールを操作して、選択されたひだ形成部にある
アンカーキャップに係合する工程、
　（ｅ）患者の胃から本装置を取り出す必要なく、各ケーブルメンバーが各アンカーに取
り付けられてしまうまで工程（ｃ）および（ｄ）を繰り返す工程、
　（ｆ）いずれの選択されたアンカーについても、工程（ｃ）および（ｄ）を繰り返す前
または後に、選択されたケーブルメンバーツールおよび係合されたアンカーキャップをイ
ンプラント中の関連付けられたアパーチャを通して近位方向に引き抜く工程、および
　（ｇ）各工程（ｆ）の前または後に、係合されたアンカーキャップを、関連付けられた
ケーブルアセンブリツールから開放し、そして患者の胃から本装置を引き出す工程
を含む。
【００２８】
　ケーブルメンバーは本装置の遠位端ホルダーに着脱自在に取り付けられてもよく、その
場合に工程（ｆ）はケーブルメンバーツールおよび係合されたアンカーキャップを引き込
んで、該ツールを遠位端ホルダーから開放する工程を含むことができる。
【００２９】
　本発明のこれらのおよび他の目標ならびに特徴は、以下の本発明の詳細な説明を添付図
面と併せて読むことによって、より完全に明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
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【図１】Ｆｉｇ．１は人の胃および小腸の一部分の概略図である。
【図２ＡＢ】Ｆｉｇ．２Ａは胃壁ひだ形成部中に形成された開口部を有する該胃壁ひだ形
成部を示す胃壁の部分区画図である。Ｆｉｇ．２ＢはＦｉｇ．１中に２Ｂ－２Ｂで示され
た面に沿って見た断面図であり、胃の胃－食道接合部位に形成された５のひだ形成部を示
す。
【図２ＣＤ】Ｆｉｇ．２Ｃは、食物制限インプラント（リストリクター）を胃に結合する
ために設計された本発明の実施形態を実施するのに使用されるアンカーの斜視図である。
Ｆｉｇ．２Ｄは組織ひだ形成部に保持されたアンカーの斜視図である。
【図２ＥＦ】Ｆｉｇ．２Ｅは本発明の実施形態に用いられるリストリクターの斜視図であ
る。Ｆｉｇ．２Ｆは胃－食道接合部に隣接して胃の内部に結合されたリストリクターの斜
視図である。
【図３】Ｆｉｇ．３は本発明の１の実施形態に従って構成された内視鏡的インプラントシ
ステムおよび装置を示す斜視図である。
【図４Ａ】Ｆｉｇ．４ＡはＦｉｇ．３に示された本装置の遠位端領域の側面図である。
【図４Ｂ】Ｆｉｇ．４ＢはＦｉｇ．３に示された本装置の遠位端領域の斜視図である。
【図５Ａ】Ｆｉｇ．５ＡはＦｉｇ．４Ａに示された装置の遠位端の斜視図であり、装置末
端にあるホルダーからケーブルアセンブリツールおよび係合されたアンカーが開放される
前の該ツールとアンカーとの係合を示す。
【図５Ｂ】Ｆｉｇ．５ＢはＦｉｇ．４Ａに示された装置の遠位端の斜視図であり、装置末
端にあるホルダーからケーブルアセンブリツールおよび係合されたアンカーが開放された
後の該ツールとアンカーとの係合を示す。
【図６Ａ】Ｆｉｇ．６Ａは本発明の別の実施形態に従って構成された装置の遠位端区画の
斜視図である。
【図６Ｂ】Ｆｉｇ．６Ｂは本発明の別の実施形態に従って構成された装置の遠位端区画の
斜視図である。
【図７ＡＢ】Ｆｉｇ．７ＡはＦｉｇ．６Ａおよび６Ｂに示された装置のケーブルアセンブ
リの遠位端取付具の拡大斜視図である。Ｆｉｇ．７ＢはＦｉｇ．６Ａおよび６Ｂの装置に
リストリクターを配置した後の該装置の遠位端の拡大斜視図である。
【図７Ｃ】Ｆｉｇ．７ＣはＦｉｇ．６Ａおよび６Ｂの装置にリストリクターを配置する前
の該装置の遠位端の拡大斜視図である。
【図８Ａ】Ｆｉｇ．８ＡはＦｉｇ．６Ａおよび６Ｂに示された装置の遠位端の斜視図であ
り、装置末端にあるホルダーからケーブルアセンブリツールおよび係合されたアンカーが
開放される前の該ツールとアンカーとの係合を示す。
【図８Ｂ】Ｆｉｇ．８ＢはＦｉｇ．６Ａおよび６Ｂに示された装置の遠位端の斜視図であ
り、装置末端にあるホルダーからケーブルアセンブリツールおよび係合されたアンカーが
開放された後の該ツールとアンカーとの係合を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　本発明のシステムおよび装置は、被験者の空洞器官、たとえば胃の内部に間隔を空けて
置かれた複数の組織標的に係合するために設計されたものである。２以上の器官組織部位
を操作することが望まれるとき、たとえば肥満症治療手術において胃を整形して胃の容積
を低減するとき、アクセスされる標的は器官組織自体であることがある。より典型的には
、係合されるべき組織標的は、器官内の選択された部位にすでに結合されている留め具、
縫合糸、アンカー等であり、ここで「組織標的に係合する」とは、標的部位にある組織に
結合されている留め具、縫合糸、アンカー等に係合することを意味する。
インプラントを胃に結合するための組織ひだ形成部
【００３２】
　本明細書で例示の目的で説明される１の種類の組織標的は、Ｆｉｇ．２Ａ～２Ｄに例示
された、組織ひだ形成部に連結されたアンカーである。Ｆｉｇ．２Ａは、組織ひだ形成部
１２の中に形成され環状にずらりと並んだ1以上のステープル１５によって囲まれた内部
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孔１４を有する該組織ひだ形成部１２を示す。本明細書においてリストリクターと呼ばれ
る制限用インプラントまたはパウチをインプラントするための以下に説明される典型的な
実施形態では、Ｆｉｇ．２Ｂに示されたように、５のそのようなひだ形成部が形成され、
胃内の食道／胃腸接合部のまわりに概略等しい間隔を空けて置かれる。各ひだ形成部はア
ンカー、たとえばＦｉｇ．２Ｃおよび２Ｄに示されたアンカー１６を受承する。
【００３３】
　代表的なアンカー１６はＦｉｇ．２Ｃに示され、基部１８、軸２０および頭またはキャ
ップ２２を含む。胃環境内で耐久性がありかつ所望のエラストマー特性を提供する材料を
使用して、アンカーは形成される。たとえば、キャップは比較的高い硬度規格に準拠した
（エラストマー性の）材料（たとえば、ショアＡ硬度５０のシリコーン）からモールド成
型されることができ、他方、軸および基部は比較的柔らかい規格に準拠した材料（たとえ
ば、ショアＡ硬度５のシリコーン）からモールド成型されることができる。リストリクタ
ーインプラントからアンカーにかかる荷重はひだ形成部中の開口部の端部に対するせん断
とみなされるので、軸は比較的大きい直径（２ｍｍ～８ｍｍ）を有するように形成されて
、該開口部の内側の胃壁組織への応力および磨耗が最少にされる。アンカーの端部はたっ
ぷり大きいフィレット半径をもって成型されて、胃壁組織の磨耗が最少にされる。キャッ
プ２２は、環２４、および図に示されたように該環を軸に連結する複数の筋交い２６、お
よび該環から張り出しているループ２８を含む。
【００３４】
　アンカーは、環２４またはループ２８（併せて「リム」と呼ぶ。）にかかる張力に応答
して引き伸ばされた形に弾性変形可能である。これはアンカーが流線形に引き伸ばされる
ことを可能にし、その結果、アンカーはＦｉｇ．２Ｄに示されたようにひだ形成部の孔を
通して、およびまたＦｉｇ．２Ｆに示されたようにリストリクターのアパーチャ３８を通
して引き抜かれることができる。キャップがリムから引っ張られると、その形状は伸ばさ
れ細長くなって、はるかに小さい孔を通り抜ける。たとえば１の実施形態では、キャップ
はその自然な状態では約０．６００インチ（１５ｍｍ）の頭部外側直径を有するが、流線
形に配向すると０．２００インチ（５ｍｍ）のひだ形成部の開口部を通り抜けることがで
きる。しかし、いったんインプラント装着されると、キャップの形状はかなり高い程度に
まで引き抜き力に抵抗する。というのは、リムは直接引っ張られ伸ばされないからである
。また、この実施形態では、基部は孔を通り抜けないように設計され、約１インチ（２５
．４ｍｍ）の外側直径を有することができる。
【００３５】
　Ｆｉｇ．２Ｅおよび２Ｆの３０に示された食物制限パウチまたはリストリクターは、食
道から胃の中への食物の通過を遅くするように設計されたインプラントである。リストリ
クターは胃の中に、食物がリストリクターに近位開口部３２を通って入り狭められた直径
の遠位開口部３４を通って出て行くように配置される。リストリクターおよび／または二
つの開口部は、食物がリストリクターに入りもしくは通り抜けることができる速度、およ
び／もしくはリストリクターから胃の残りの部分に入ることができる速度を遅くするよう
にバランスをとられる。
【００３６】
　好まれる設計では、食物のリストリクターの通り抜けおよび／または胃の動きの結果と
してリストリクターが応力に直面したときに、リストリクター３０はアンカーからの引き
剥がされを最少にする要素を含む。アンカーにおける引っ張り力を最少にすることは、ア
ンカーに連結された胃壁組織への応力を最少にするのに役立つ。一般に、リストリクター
３０は複数のアンカー点（すなわち、インプラントが組織に直接にまたはアンカーを使用
して連結されている点）の間で変形しやすいように設計される。この変形のしやすさは、
リストリクターの幾何学的形状を使用しておよび／または複数のアンカー点の間に変形の
しやすさを与えるように選択されたリストリクター材料を使用して達成されることができ
る。
【００３７】
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　Ｆｉｇ．２Ｅおよび２Ｆに示された実施形態では、リストリクター３０は壁３６、およ
び該壁に形成され該リストリクターの近位端開口部のまわりに間隔を空けて置かれた複数
のアンカーアパーチャ３８を有するパウチであり、アンカーアパーチャ３８のそれぞれは
、該リストリクターを該アンカーに連結するために、したがって胃内に形成された組織ひ
だ形成部にこのようにして連結するために、Ｆｉｇ．２Ｆに示されたようにその中にアン
カー１６を受承するためのものである。リストリクター壁は図に示されたように波状にう
ねっていることができ、比較的剛性の材料（たとえば、ショアＡ硬度３０のシリコーン）
から成型されたときでさえ、リストリクター壁に変形しやすさを与える複数の折り畳み部
の形状を画する。側面から見ると、リストリクターの近位端４０は波状にうねっており、
該近位端の輪郭線中のピーク、たとえばピーク４２の形状を画する。
【００３８】
　Ｆｉｇ．２Ｅに見られるように、アンカーアパーチャは近位端のピークとピークとの間
に配置される。該アパーチャは、より厚いシリコーン領域を使用してまたはシリコーン中
に埋め込まれたもしくはそれに取り付けられたより強い材料を使用して形成された強化区
画によって囲まれてもよい。追加的な強化部材、たとえばリブ４４が近位端ピークから遠
位端オリフィス３４に向かって張り出していてもよい。
【００３９】
　遠位端オリフィス３４の形状を画する壁の端部は、好ましくは図に示されたような折り
畳みまたは波状うねりを含み、該オリフィスが同様に変形しやすいことを可能にする。さ
らに、小さいアパーチャ４５が該オリフィスのまわりに配置されて、リストリクターが例
示された本発明のリストリクターガイド装置に取り付けられ、リストリクターが胃内に送
達されることを可能にする。組織ひだ形成部、アンカーおよびリストリクターのさらなる
詳細は、共有に係るＰＣＴ出願番号第ＰＣＴ／ＵＳ２００８／００８７２９号（特許文献
６に対応）に示されている。
【００４０】
　本発明のインプラント装置およびその操作の説明から、本発明の方法および装置が、ア
ンカーと係合する複数のアパーチャを有するように構成された様々なインプラントを内部
器官、たとえば胃に結合するために使用されることができることが正しく理解されるだろ
う。以下に記載される実施形態では、インプラントはＦｉｇ．２Ｅおよび２Ｆに例示され
た種類の食物リストリクターインプラントである。このインプラントは、比較的大きい近
位開口部のまわりにアパーチャが配置された該比較的大きい近位開口部、および食道から
該近位開口部を通ってきた食物の流れを制限するように設計された比較的小さい遠位端開
口部を有するカップ形状の装置である。上記したように、遠位端開口部自体も、インプラ
ント手術の際にリストリクターをインプラント装置に取り付けておくのに使用されるアパ
ーチャを含む。
【００４１】
　他の実施形態では、本装置は、複数のアームを備えたクモの巣様物として形成された新
規な食物リストリクター装置（示されていない。）をインプラント手術するのに使用され
る。該クモの巣様物は複数の、たとえば５のアームから作られており、該アームは中心ハ
ブ領域からスポークのように外向き放射状に伸びており、その外端はアンカーに係合する
ためのアパーチャをそれぞれ有する。本装置のハブは、インプラント３０に形成されてい
る遠位端開口部のような開口部を有することができ、該開口部はインプラントの送達の際
に本インプラント装置の取り付け台に係合するためのアパーチャ４５のようなもう一組の
アパーチャを備えている。インプラント手術されると、この装置は食道からの開口部のま
わりに形成された、複数のアームを備えた、食物を制限するクモの巣様物を提供し、該ク
モの巣様物は食道から胃の中への食物の通過を遅らせる作用をし、この食物制限の程度は
、たとえば該クモの巣様物を形成するアームの厚さおよび堅さによって調節されることが
できる。
【００４２】
　さらに他の実施形態では、インプラントは、単一のストラップであって、その長さ方向
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に沿って複数のアパーチャを含む単一のストラップから形成された、あるいは、たとえば
中心の束ねるハブから放射状に伸びた複数の連結されたストラップであって、上記のよう
にストラップの自由端に形成されたアパーチャを有する複数の連結されたストラップとし
て形成されたストラップ様の装置である。これらの種類のインプラントは、（ｉ）複数の
、たとえば３以上のひだ形成部アンカーを胃の内部の選択された離れた位置に配置するこ
と、および（ii）本発明の装置および方法を使用して、個々のアンカーをインプラント中
の関連付けられたアパーチャに連結することによって、胃のアンカー含有ひだ形成部位を
互いに引っ張り寄せることによって、胃を再形成する手術に使用されることができる。上
記のように、このインプラントは、開口部、およびインプラント３０中のアパーチャ４５
のような、取り囲むアパーチャを有するハブまたは他の領域を有していてもよく、これに
よってインプラント配置手術の際にこのインプラントは本インプラント装置の上に取り付
けられることができる。
インプラントシステムおよび装置
【００４３】
　Ｆｉｇ．３は本発明の１の実施形態に従って構成された内視鏡的インプラントシステム
４６を例示し、該システムは上で説明された種類のリストリクターをインプラント手術す
るために設計されたものであり、同様に上で説明されたように、該リストリクターを胃の
ひだ形成部に支持された複数のアンカーに連結することによってインプラント手術する。
しかし、本発明のシステムが、（ｉ）本システム装置の遠位端を空洞器官内に挿入するこ
と、および（ii）該器官内の、間隔を空けて置かれた複数の組織標的に順次係合しそして
操作すること、を含む多様な目的に使用されることができることは正しく理解されるだろ
う。
【００４４】
　システム４６は、口と胃との間の作業通路を確保するための胃内チューブ外装４８、お
よび空洞器官、たとえば胃の内部の複数の組織標的にアクセスするように設計された装置
５０を含む。装置５０は全体として、近位端５６で終わる近位区画５４および遠位端で終
わる遠位区画５８を有する細長いシャフトアセンブリ５２、ならびに、より詳細には遠位
端ケーブルホルダー６０を含む。好ましくは、および以下の、特にＦｉｇ．６Ａおよび６
Ｂを参照すると同様によく分かるように、取替えおよび／または洗浄のために、遠位区画
は近位区画から着脱自在である。
【００４５】
　シャフトアセンブリの近位端に隣接して、以下で説明される、本装置の操縦およびケー
ブルメンバーの操作を制御するための、５７、５９、６１に示されたユーザーコントロー
ル装置がある。これらの操作は、内視鏡的ツールおよび他の遠隔アクセス手術器具の周知
の構成、操作ならびに制御に従って、シャフトアセンブリ内の内部ケーブルによって仲介
される。もっとも、本装置機能のうちの１以上を油圧制御することも考えられる。具体的
には、該制御は（ｉ）シャフトアセンブリの遠位端の位置決め、（ii）本装置の複数のケ
ーブルメンバーのそれぞれの軸方向の位置決め（以下で説明される。）、および（iii）
本装置の内視鏡の位置決めをするためのものである。さらに、ケーブルメンバーが能動制
御可能なクランプ締めツール（以下で説明される。）を有する場合には、追加してこれら
のツールのワイヤ制御が提供される。
【００４６】
　シャフトアセンブリは内視鏡６８、複数のケーブルメンバー、たとえばＦｉｇ．４Ａお
よび４Ｂに見られるケーブルメンバー６２、ならびに内部操縦ガイド（示されていない。
）を含み、上記のようにこれらの全ては該アセンブリの近位端から制御可能であり、かつ
これらの全てはシャフトアセンブリに沿って該アセンブリの近位端領域から遠位端領域ま
で伸びている。内視鏡は、該内視鏡の遠位端の近くの器官領域を可視化するための光学系
、すなわち光源、レンズおよび光ファイバー、ならびに内視鏡の遠位端領域の位置を操作
するための内視鏡内部の制御ケーブルを慣用的に含む。
【００４７】
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　シャフトアセンブリの近位区画に沿って、操縦ガイド、ケーブルメンバーおよび内視鏡
が外側鞘またはケーシング６４の内部に収容される（Ｆｉｇ．３）。該アセンブリの遠位
区画に沿って、操縦ガイドがガイドチューブ６６内に収容され、かつガイドチューブ６６
と実質的に同じ長さで伸びており、該アセンブリの近位端から操縦ガイドを制御すること
によって、ガイドチューブの末端に取り付けられたホルダー６０の位置を制御する。操縦
ガイドおよびガイドチューブは本明細書では、該アセンブリの遠位端ホルダーの位置を制
御するための操縦機構体とも呼ばれる。
【００４８】
　また、Ｆｉｇ．３ならびにＦｉｇ．４Ａおよび４Ｂに見られるように、内視鏡および複
数のケーブルメンバー６２が該アセンブリの遠位区画に沿って露出されており、内視鏡が
チューブ６６およびホルダー６０とは独立に動かされることが可能であり、また以下で説
明されるように、このケーブルメンバーが組織標的と係合した後は、該ガイドチューブお
よび該ホルダーが各ケーブルメンバーの遠位領域とは独立に動かされることが可能になる
。Ｆｉｇ．４Ｂの６１に示された区画５８の近位端は、遠位区画を該アセンブリの近位シ
ャフト区画に着脱自在に連結するためのコネクタ６１を有する。該コネクタは、本装置の
第二の一般的な実施形態に関してＦｉｇ．６Ｂを参照して以下で説明されるコネクタ８４
に類似している。
【００４９】
　ケーブルメンバー６２は典型となるものであり、ケーブル７０および組織標的に係合す
るために該ケーブルの遠位端に載設されたツール７２を含む。上記のように、各ケーブル
メンバーのケーブルの軸方向の位置、すなわちシャフトアセンブリに沿って引き伸ばされ
たまたは引き込められた該ケーブルの位置はシャフトアセンブリの近位端コントロール装
置から制御される。ここには示されていないけれども、シャフトアセンブリの近位区画に
沿って伸びているケーブルアセンブリの部分（ケーシング６４内の部分）は好ましくは、
ケーブルの軸方向の動きのためのガイドスリーブの役割をするケーブル鞘内に収容される
。Ｆｉｇ．３～５に示された実施形態では、ケーブルアセンブリの遠位区画に沿って伸び
ているケーブルメンバーの露出された部分は鞘内に収容されていない。
【００５０】
　Ｆｉｇ．４および５に示されたケーブルメンバー６２は典型となるものであり、遠位端
ツール７２で終点となるケーブル７０を含み、遠位端ツール７２はＦｉｇ．５Ａおよび５
Ｂに示されたようにアンカーキャップの環部分と係合するように設計された剛性の開環フ
ック７４を有する。この実施形態では、使用者は内視鏡を通して見ながらケーブルアセン
ブリの末端を操作し、アンカーキャップの環２４またはループ２８をフック７４でスネア
止めする。他の実施形態（示されていない。）では、該ツールは一対のクランプアームを
含み、該一対のクランプアームは常時は開クランプの状態に互いに離れるように付勢され
ているが、ケーブルの末端にある剛性のスリーブ中に引き込まれ、クランプアームが引っ
張られて閉じられたクランプ留めの状態に動かされることができる。この実施形態はケー
ブル自体の中に収容された、該ケーブルに関して軸方向に移動するための別のワイヤを含
んでおり、ケーブル遠位端のスリーブを基準として該ツールを伸ばしまたは引き込んで、
対応して該クランプを閉じまたは開く。かかるツールは、たとえば共有に係るＰＣＴ出願
番号第ＰＣＴ／ＵＳ２００８／００８７２９号（特許文献６に対応）に記載されている。
【００５１】
　Ｆｉｇ．４および５を参照して説明すると、ホルダー６０は一体成形の、好ましくはモ
ールド成型された物品であり、比較的堅いが可撓性の材料、たとえば比較的剛性のシリコ
ーンから形成される。該ホルダーは軸方向に伸びている複数のスロットを含み、その一つ
一つが各ケーブルアセンブリ用、たとえばケーブルメンバー６２用のスロット７６であり
（Ｆｉｇ．５Ａおよび５Ｂ）、ケーブルメンバーをホルダーとともに動かすことが望まれ
るときはスロット内のケーブルの軸方向の動きを可能にしてケーブルメンバーの末端が実
質的にホルダーに抗して引っ張られることを可能にするような大きさであり、かつケーブ
ルメンバーが標的組織と係合した後はケーブルメンバーを繰り出してケーブルメンバーに
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弛みを与えてホルダーがホルダーに関して独立に動くことを可能するような大きさである
。各ホルダースロットは変形可能なフラップ７７によって覆われ、フラップ７７はその変
形されていない状態（図に示されている。）ではＦｉｇ．５Ａに示されたようにスロット
を覆い、スロット内のケーブルアセンブリを支持する。Ｆｉｇ．５Ａはホルダー６０に向
かって引き込まれつつあるケーブルツールおよび連結されたアンカー（組織標的）を示す
。ケーブルがさらに続けて引き込まれると、該ツールおよび連結されたアンカーはスロッ
ト７６中に入るのを阻まれ、それによってフラップ７７が十分に変形して該ツールおよび
連結されたアンカーが該スロットから引っ張り出されるのを可能にして、このようにして
ケーブルアセンブリがホルダーから開放される。
【００５２】
　直ぐ上で説明された実施形態では、ホルダー内に各ケーブルメンバーを着脱自在に連結
する役割をする、ホルダー中の開放構造体は変形可能なフラップであり、ケーブルおよび
連結された組織標的がホルダーに抗して引っ張られると、該フラップはケーブルの開放の
ための受動的な開放機構を提供する。ホルダー内でケーブルメンバーを着脱自在に支持す
るための多様な他の受動的な開放構造体も適していることは十分に理解されるだろう。た
とえば、変形可能なフラップはバネ機構体によって代替されてもよく、これは該バネへの
十分な対抗力が作用するまでケーブルメンバーをその捕捉された状態に保持する。あるい
は、開放構造体は、ホルダーに沿って形成され、各ケーブルメンバーの端部にある剛性の
スリーブを保持する大きさをした開かれた通路または溝を含んでいてもよく、該大きさは
、係合したアンカーとともにケーブルメンバーを引き込むと最初は該アンカーを該スリー
ブに抗して引っ張ることになり、次に該スリーブをホルダー溝から引き抜き出すような大
きさである。Ｆｉｇ．６～８を参照して以下に説明されるさらに他の実施形態では、ケー
ブルアセンブリ上の遠位端取付具によって開放構造体が提供され、該遠位端取付具は、ケ
ーブルの動きのための軸方向通路と、ホルダー上の相補的な要素と摩擦ばめによって相互
にかみ合って該ケーブルアセンブリを該ホルダーに連結するように設計された要素と、の
両方を提供する。
【００５３】
　本発明はまた、閉じられた捕捉状態と開いた開放状態との間の操作が、近位端コントロ
ール装置のところで使用者によって制御されることができる、能動的に制御された開放構
造体、たとえばバネ張力開放機構体またはソレノイド装置も想定している。しかし、上で
詳細に説明したような受動的な開放構造体が、構造および操作の容易さの利点をもたらす
。
【００５４】
　本発明のアセンブリの説明の仕上げとしてＦｉｇ．４Ｂを参照して説明すると、遠位区
画５８は、インプラント手術において該アセンブリ上にリストリクター３０を載置するた
めのリストリクター取り付け台を含む。該取り付け台は図中に見えていないが、以下でＦ
ｉｇ．７Ｂおよび７Ｃを参照して説明されるリストリクター取り付け台に類似している。
組立て完成された装置（以下参照）では、ケーブルメンバー、たとえばメンバー６２は、
Ｆｉｇ．４Ｂに示されたように、対応するリストリクターアパーチャ、たとえばアパーチ
ャ３８中に受承され、それによって、中程度の張力下に置かれたときにケーブルメンバー
がアセンブリに対してリストリクターを押し付け変形させる役割をし、最後のケーブルメ
ンバーが開放され終わるまで、該アセンブリからの該リストリクターの開放を防ぐ。
第二の一般的な実施形態
【００５５】
　Ｆｉｇ．６～８は、本発明の第二の一般的な実施形態に従って構成されたインプラント
装置の遠位端部分を示す。この第二の実施形態のシステムおよび装置は、Ｆｉｇ．６～８
に例示された遠位区画要素に関する点を除いて最初に説明された実施形態と同じまたは類
似した要素を含むことが理解されるだろう。この第二の実施形態の特定の特徴的要素、特
にＦｉｇ．６Ｂを参照して説明される近位と遠位シャフト区画との間の着脱自在な接続要
素、およびＦｉｇ．７Ｂ～７Ｃを参照して説明されるリストリクターをシャフトアセンブ
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リの遠位区画上に支持するためのリストリクター取り付け台は第一の実施形態に取り込ま
れることができることがさらに理解されるだろう。
【００５６】
　Ｆｉｇ．６Ａおよび６Ｂは、本発明の装置におけるシャフトアセンブリ８２中の着脱自
在な遠位区画８０の斜視図である。該区画は近位端コネクタ８４を含み、これによって該
遠位区画はシャフトアセンブリの近位端区画（示されていない。）に着脱自在に取り付け
られる。Ｆｉｇ．６Ｂに見られるように、コネクタ８４は一対の開口部８８、８６および
五つの通路９４を有し、一対の開口部８８、８６はガイドチューブ９０の下（近位）端お
よび内視鏡チューブ９２にそれぞれ対応し、また五つの通路９４についてはそれを通して
本装置の五つのケーブルメンバーが受承される。遠位区画を近位区画に連結するために；
アセンブリの近位区画の端を超えて伸びている内視鏡の部分（示されていない。）は開口
部８６中に挿入されチューブ９２を通り、Ｆｉｇ．７Ｂおよび７Ｃに示された開口部９６
を通って出て行き；シャフトアセンブリの近位区画の端を超えて伸びている操縦ガイドの
部分は開口部８８中に挿入されガイドチューブ９０中に入り実質的にその全長を通り抜け
；およびシャフトアセンブリの近位区画の端を超えて伸びている五つのケーブルメンバー
の部分（以下参照）は通路９４中に挿入される。次に遠位区画は、近位区画の端に回動自
在に取り付けられ、コネクタ８４の下端にあるネジ山９８と係合可能であるネジ山付き環
によって該近位区画に固定される。第一の実施形態に関連して説明したように、ガイドチ
ューブ９０に収容された操縦ガイドは、ガイドチューブの位置をシャフトアセンブリの近
位端から制御するために使用される。操縦可能なガイドおよびガイドチューブは本明細書
では、アセンブリの遠位端ホルダーの位置を制御するための操縦機構体とも呼ばれる。
【００５７】
　ガイドチューブの操縦可能な遠位部分はＦｉｇ．６Ａに９０ａで示され、遠位端ホルダ
ー１００中で終わる。Ｆｉｇ．４および５に記載された実施形態におけるように、ホルダ
ーは、複数のケーブルメンバー、たとえばケーブルメンバー１０４を関連付けられた開放
構造体を通して着脱自在に連結するように設計されるが、この実施形態では該開放構造体
は、摩擦ばめ要素によってホルダーに取り付けられた遠位端取付具１１０（以下でＦｉｇ
．７Ａを参照して説明される。）であり、これはケーブルアセンブリとともにホルダーか
ら開放される。
【００５８】
　本装置の複数のケーブルメンバー、たとえばこれらの図中のケーブルメンバー１０４は
、器官内の組織標的に係合し本装置の所望の働きに従って該係合された標的を操作するこ
とが、たとえば組織ひだ形成部アンカーに係合し本装置上に載置されたリストリクターの
アパーチャ開口部を通してそれを引き抜くように操作することが可能である。ケーブルメ
ンバー１０４は代表例であり、シャフトアセンブリの全長よりも伸びるケーブル１０６（
Ｆｉｇ．８Ａ）を含み、これは上記のようにシャフトアセンブリの近位端で操作されるこ
とができる。該ケーブルの近位および遠位部分は、シャフトアセンブリの近位および遠位
のシャフトアセンブリ領域にそれぞれおおよそ対応し、近位および遠位のケーブル鞘内に
それぞれ収容される。該近位および遠位の鞘は単一の、均一な鞘として形成されることが
できる。しかし、より好ましくは以下で検討されるように、近位の鞘は比較的堅い、比較
的非圧縮性の鞘であり、遠位の鞘は比較的薄肉の、圧縮性の鞘である。第一の実施形態に
おけるように、操縦ガイド、ケーブルメンバーおよび内視鏡は、シャフトアセンブリの近
位区画に沿った外側ケーシング内に収容されるが、シャフトの遠位部分に沿った独立の動
きのために、すなわちコネクタ８４の先ではそのために露出される。
【００５９】
　Ｆｉｇ．６Ａおよび６Ｂはケーブルメンバー１０４の遠位鞘１０８を示す。上に注記し
たように、遠位区画８０とともに伸びる各ケーブルメンバーの部分は、その近位端におい
てコネクタ８４内に固定され、その遠位端においてホルダー１００に着脱自在に取り付け
られる。シャフトアセンブリの遠位区画にそのように取り付けられ、ケーブルメンバーの
遠位端がホルダーに抗して引っ張られると、ガイドチューブが操作されて器官内の選択さ
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れた位置まで導かれたときにケーブルメンバーの遠位端はホルダーとともに動くように拘
束される。しかし、ケーブルメンバー中の追加のケーブルを繰り出すことによって、また
はケーブルメンバーがホルダーから脱着することによって、ホルダーおよびそこに連結さ
れている残りのケーブルメンバーは、組織標的に係合したケーブルメンバーとは実質的に
独立に器官内で位置を変えることができる。以下で分かるように、この特徴は全てのケー
ブルメンバーが、単一のガイド構造体、すなわちガイドチューブ９０の制御の下に逐次的
にガイドされることを可能にするが、さらにまたホルダーが各ケーブルメンバーとは独立
に、そのケーブルメンバーが組織区画に係合して遠位端の頭から開放された後は、そのよ
うに独立に動かされることも可能にする。
【００６０】
　示された実施形態では、組織ひだ形成部アンカーをリストリクターに結合するのに使用
するために、各ケーブルメンバーの端（および係合された組織－標的アンカー）は、ケー
ブルを引き込むことによって近位方向に引かれて、Ｆｉｇ．７Ｂに見られるように、内視
鏡チューブ９２の端に近いシャフトアセンブリ上に載置されたリストリクターに係合され
なければならない。この遠位ケーブルの動きは、鞘１０８を軸方向に圧縮すること、要す
るに該鞘をその長さが短くなるように無理やり一かたまりにすることによって対応される
。この目的のために、該鞘は好ましくは薄肉のプラスチックチューブ材料から形成される
。さらに、該鞘の全部または一部にスロットを入れて該鞘の軸方向の短縮にさらに対応さ
せてもよい。Ｆｉｇ．６Ｂに示された実施形態では、鞘１０８はスロット入り部分１０８
ｂおよびスロットなし遠位部分１０８ａを有する。該ツールおよび連結されたアンカーが
引き込まれると、アンカーキャップはリストリクターのアパーチャ３８を通して引き抜か
れ、このようにしてそのアンカーがリストリクターに連結される。以下で説明されるよう
に、ケーブルメンバーは色分けされまたは他様に識別されて、インプラント手術の際に使
用者が選択されたケーブルメンバーと選択された組織ひだ形成部とをマッチさせるのを助
けることができる
【００６１】
　特にＦｉｇ．７Ａを参照すると、ケーブルメンバー１０４の遠位鞘１０８は遠位端取付
具１１０で終わり、遠位端取付具１１０は該ケーブルメンバーをホルダー１００に着脱自
在に取り付けるための構造体を提供し、かつ該ケーブルの端に取り付けられたツール１１
４に係合するための剛性のスリーブ１１２を該鞘の端に提供する（Ｆｉｇ．８Ａ）。取付
具１１０は、モールド成型された剛性のプラスチック物品として形成されることができ、
湾曲体１１６および中心孔１１８を有し、湾曲体１１６はＦｉｇ．８Ｂに最も分かりやす
く示されたように、その底面はホルダー１００の円筒状端に対してぴったり合う形状をし
ており、中心孔１１８はその中を通ってケーブルが軸方向に移動可能であるスロットまた
は通路を形成する。取付具１１０は、該湾曲体の反対面から突き出ている一対のウィング
１２０を備えている。これらのウィングのそれぞれは、Ｆｉｇ．８Ａに示されたその下面
上に一対の突起１２２を有し、これらはホルダー１００の対応する開口部１２Ａ内にぴっ
たり受承される大きさをしていて（Ｆｉｇ．８Ｂ）、ケーブルメンバーの端をホルダー１
００に着脱自在に取り付ける。すなわち、これらの突起および開口部は、ケーブルメンバ
ーをホルダーに着脱自在に取り付けるための相補的摩擦ばめ要素を与える。
【００６２】
　特にＦｉｇ．８Ａおよび８Ｂを参照すると、ケーブル１０６の端に載設されたツール１
１４は、該ケーブルが標的に隣接して配置されたときに、選択された組織部位に係合する
ように設計される。示された実施形態では、ツール１１４は上で説明された種類の開環ク
ランプであり、そのクリップが組織標的、たとえばアンカー１６中の環２４に係合するこ
とを可能にする（Ｆｉｇ．８Ａ）。関連した実施形態では、該ツールの二つのアームは互
いに離れるようにバネで付勢されることができ、該クリップの基部の部分が前進して取付
具のスリーブから外に出ると該クリップが開き、またケーブルが引き込まれてツールアー
ムが取付具内に部分的に引き入れられると該クリップがクランプ留めのために閉じること
を可能にする。
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【００６３】
　Ｆｉｇ．８Ｂに見られるように、ツール１１４はその遠位（下）端において外側に膨ら
んでおり、クリップが対応する取付具のスリーブ中に入るのを妨げる接触構造をしている
。より一般的には、係合するツールおよびスリーブ部材のうちの一つは、該ツールが該ス
リーブ部材中に進入するのを制限する接触構造をしている。
【００６４】
　他の実施形態（図示されていない。）では、ケーブルメンバーの遠位端取付具は円柱状
スリーブであってもよく、これは、ホルダー中に形成された対応する開放通路中に、たと
えば摩擦ばめによって受承され、該ツールおよび係合された組織標的の取付具に抗して引
き込むと、取付具に対するケーブルメンバーのさらなる動きが抑えられ、その結果、ケー
ブルメンバーをさらに引き込むと取付具がホルダーの通路から引き抜かれ、ホルダーから
ケーブルアセンブリ取付具が開放される。
【００６５】
　同様に、遠位区画に含まれているのは、Ｆｉｇ．７Ｂおよび７Ｃに見られるように、リ
ストリクター３０を遠位区画上に支持するためのリストリクター取り付け台である。これ
らの図に見られるように、内視鏡チューブ９２はマニホールド１２４で終わり、マニホー
ルド１２４は拡大された外周を持つ基部１２６を有し、基部１２６は、Ｆｉｇ．７Ｂに見
られるようにリストリクター３０を遠位シャフトアセンブリ区画上に取り付けるのに使用
される複数の柱１２８を支持する。示された実施形態では、本装置は、Ｆｉｇ．７Ａに示
されたようにリストリクター３０の五つのアパーチャ４５に係合するための五つの柱を含
む。該マニホールドおよび柱は本明細書では、インプラント手術の際にリストリクターを
アセンブリに支持するためのリストリクター取り付け台とも呼ばれる。
【００６６】
　本装置における内視鏡は、最初に説明された実施形態についてのＦｉｇ．３中の６８に
示され説明されたもののように、シャフトアセンブリの近位端からそれに沿って伸び（該
近位端において使用者は内視鏡の位置を制御する。）、コネクタ８４を通り、マニホール
ド１２４中の開口部９６を通り、その先では内視鏡は空洞器官内の本装置の操作を観察す
るために自由に移動可能である。
インプラント手術のための本装置の準備
【００６７】
　患者の胃中で組織ひだ形成部アンカーにリストリクターをインプラント手術するための
本装置の準備が、Ｆｉｇ．６～８の実施形態を参照してこれから説明され、Ｆｉｇ．４お
よび６を参照して説明される実施形態にも同様な挿入および準備工程が適用されることが
理解されるだろう。最初に、内視鏡チューブ、操縦ガイドおよび五つのケーブルメンバー
をコネクタ８４を通して差し入れ、そして二つのシャフト区画を一緒に締め込むことによ
って、該二つの区画が連結される。各ケーブルメンバー上の色分けまたは他の区別できる
目印は、使用者がインプラント手術の間、各ケーブルメンバーの同一性および本ツールの
近位端におけるシャフトアセンブリ上のその相対的な位置を確認することを可能にする。
次に、リストリクターがＦｉｇ．７Ｂに示されたようにシャフトアセンブリの遠位区画上
に配置され、マニホールド基部１２４中の柱１２８がリストリクター中のアパーチャ４５
の中に受承される。
【００６８】
　ケーブルアセンブリは次にリストリクター中のアパーチャ３８の中を通り抜け、該ケー
ブルアセンブリの端がホルダーに、たとえば該ケーブルアセンブリ中の遠位端取付具をホ
ルダーに固定することによって、または第一の実施形態では該ケーブルアセンブリの端を
ホルダースロット中に通すことによって、着脱自在に取り付けられる。
【００６９】
　ケーブルメンバーの遠位端を遠位端ホルダー１００に取り付けることは、遠位シャフト
アセンブリ領域に沿って該ケーブルメンバーを伸ばし、遠位シャフトアセンブリ区画に対
してリストリクターを変形し、チューブ外装中を通すことによって胃の中にリストリクタ
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ーを配置する際にリストリクターをコンパクトな状態に確保する作用をすることが、Ｆｉ
ｇ．６Ａおよび６Ｂから正しく理解されることができる。最終準備工程では、チューブ外
装が、組立て完成されたシャフトアセンブリのまわりに被され、該チューブ外装の遠位端
が該シャフトの遠位端の近くに載置されたリストリクターを覆うように被される。
インプラント手術
【００７０】
　リストリクターインプラント手術の初期段階は、Ｆｉｇ．２Ｂに示されたように複数の
選択された場所において組織ひだ形成部を形成し、各ひだ形成部の孔中にアンカーを結合
する段階を含み、たとえば２００８年７月１７日に出願された共有に係る米国特許出願第
１２／１７５，２４２号（特許文献６）（ＰＣＴ出願第ＰＣＴ／ＵＳ２００８／００８７
２９号に対応）に説明されている。この段階の手術は、ひだ形成部の治癒を可能にするた
めにリストリクターをインプラント手術する日の数日から数週間に実施されてもよいし、
またはリストリクターインプラント手術の直前に実施されてもよく、後者の場合、アンカ
ーが連結された組織ひだ形成部を形成するためと、およびリストリクターをインプラント
手術するためとの両方に、胃にアクセスするための同じチューブ外装が使用される手術の
一部として実施される。
【００７１】
　上の章で説明されたようにインプラント手術装置を準備して、チューブ外装および該装
置が胃への経口アクセスとして患者の中に挿入される。本装置が胃の中に挿入され、胃／
食道接合部に近い組織ひだ形成部位に遠位端ホルダー１００が配置される。内視鏡をガイ
ドに使用して、医師は所定のひだ形成部を選択し、本装置中の操縦ガイドを制御すること
によってシャフトアセンブリの遠位区画を操作して、選択されたケーブルメンバーツール
、たとえばその色分けによって識別されたものを、そのひだ形成部にあるアンカーに隣接
して配置する。このケーブルメンバーはこれから操作されて、該ケーブルを遠位方向に伸
ばすことによって、必要ならばツールクリップがアンカーキャップの環にフック留めされ
るまで該ツールを動かすことによって、標的アンカーを該ツールに係合する。
【００７２】
　組織ひだ形成部アンカーとの係合が終わると、本装置が操作されて、次の準備の整った
ケーブルアセンブリツールを次の準備の整った組織ひだ形成部アンカーに隣接して配置す
る。第一のアンカーから第二のアンカーへのホルダーの移動は、係合されたケーブルアセ
ンブリ中のケーブルを繰り出して該アセンブリとホルダーとの間にケーブルの弛みを与え
ることによって、あるいは係合されたケーブルアセンブリがホルダーから開放されるまで
該ケーブルアセンブリを引き込むことによって対応され、最終的には、各係合されたケー
ブルがホルダーから開放されてリストリクター３０中の関連付けられたアパーチャを通し
て係合されたアンカーを引き抜かなければならないことが理解されるだろう。すなわち、
ケーブルメンバーは、いずれかのメンバーがホルダーから開放される前に、複数のアンカ
ーに連続的に係合するように操作されることができ、またはケーブルメンバーは、次の順
番のケーブルアセンブリが次の順番の組織ひだ形成部アンカーに係合する前に、連続的に
、１のアンカーに係合しホルダーから開放されそしてリストリクターに連結するように操
作されることができる。
【００７３】
　どちらの場合でも、ケーブルメンバーが引き込まれると、ケーブルメンバーツールおよ
び係合したアンカーは最初は、関連付けられた開放構造体に抗して引っ張られ、次に該開
放構造体がホルダーからケーブルメンバーを開放することによって、ホルダーから開放さ
れる。ケーブルアセンブリの引き込みを続けると、係合されたアンカーがリストリクター
に向かって引っ張られ、さらに引き込みを続けると、内視鏡で観察されながらアンカーキ
ャップがリストリクター中の対応するアンカーアパーチャ３８を通して引き抜かれる。ケ
ーブルメンバーはさらに操作されて、今連結されたアンカーから該ツールを開放すること
ができ、または該ツールは全てのアンカーがリストリクターに連結してしまうまでその係
合した状態を保持することができる。
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　全ての、たとえば五つのひだ形成部アンカーが、対応するリストリクターアパーチャに
連結してしまうまでこの工程は繰り返される。ケーブルメンバーがこの時点でも依然とし
てアンカーに係合しているならば、ケーブルメンバーは個別に操作されて、アンカーから
開放される。リストリクターは組織ひだ形成部に今や完全に結合しており、その結果、イ
ンプラント手術装置を注意深く引き抜くと、リストリクターは該装置から摺動して外れ、
胃の内部で完全に展開された状態をとる。
【００７５】
　前述のことから、本発明の様々な目的および特徴がどのように満たされるかが正しく理
解されるだろう。第一に、本装置中の複数のケーブルメンバーは、各一つ一つが別々の組
織区画に係合するためにかつ該係合された区画をインプラントとの関係で操作するために
必要であり、各ケーブルメンバーのための独立の操縦機構体を必要としないでむしろ単一
の操縦機構体によって、空洞器官内の所望の位置へと操作されて導かれる。このことはス
ペースの大きさ、すなわち要求される全シャフトアセンブリの直径を有意に低減し、経口
チューブ外装の制約内で操作されることができる複数のアセンブリツールの構築を可能に
する。上記のように、第一の標的との係合の後の、遠位端ホルダーの他の組織標的への移
動は、係合されたケーブルメンバー中のケーブルを繰り出してホルダーと該係合されたケ
ーブルメンバーとの間にケーブルの弛みを与えることによって、および／またはホルダー
から該ケーブルメンバーを開放することによって対応される。
【００７６】
　ケーブルアセンブリ開放要素は、開放されたケーブルアセンブリが操作されることを、
たとえばシャフトアセンブリの遠位区画および残りの連結されたケーブルメンバーとは独
立にインプラントへの連結のために引き込まれることを可能にする。同様に、シャフトア
センブリおよび依然として連結されているケーブルメンバーは、開放されたケーブルメン
バーとは実質的に独立に他の選択された組織標的へと操作されて導かれることができる。
１の好まれる実施形態では、ケーブルの開放は受動的な開放によって、すなわちケーブル
をその遠位端ホルダーから引き離すのに十分な力で単にケーブルを引き込むことによって
実施される。
【００７７】
　上記の第二の一般的な実施形態では、本装置中の圧縮性ケーブル鞘は通常のケーブル操
作、すなわちガイドするケーブルスリーブまたはカバー内のケーブルの移動を可能にし、
他方でそれと同時に、アセンブリが有意に引き込まれて、係合されたアンカーを本装置の
シャフトアセンブリ上に載置されたインプラントと連結することも許容する。
【００７８】
　最後に、１の好まれる実施形態における本装置は、本装置の遠位区画が洗浄および／ま
たは取替えのために容易に取り外されることを可能にする。２のシャフトアセンブリ区画
間の連結は、本明細書では回転環留め具として例示されたけれども、本装置の構成がクイ
ックロックタイプの留め具に容易に適合できることは正当に認識されるだろう。
【００７９】
　本発明は特定の実施形態および用途に関連して説明されてきたけれども、特許請求の範
囲の各請求項の精神から逸脱することなく本発明がどのように変形されることができるか
は正しく理解されるだろう。
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